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特別養護老人ホームの入所希望者及び空きベッド調査について（依頼） 

 

本県の高齢者福祉の推進につきましては、日頃格別の御協力をいただき、厚くお

礼申し上げます。 

さて、今後の高齢者福祉施策の参考とするため、標記調査を実施いたします。 

つきましては、お忙しいところ誠に恐縮ですが、別紙１「入所希望者調査に係る

入力要領」を参考の上、令和８年５月２９日（金）までに電子申請・届出サービス

を利用して、御回答くださるようお願いします。 

 

記 

１ 調査概要 

（１）県内の特別養護老人ホームに入所を申し込んでいる方（県外在住者を含む）

を対象とする、申込人数及び本人の状況等についての調査 

（２）県内の特別養護老人ホームの空きベッドの状況に関する調査 

（３）調査基準日は、両調査とも令和８年４月１日。 

 

２ 調査方法 

（１）「さいたま介護ねっと」の令和８年４月６日付け新着情報又は下記 URL か

ら「特別養護老人ホーム入所希望者及び空きベッド調査」にアクセスし、入

力要領及び操作方法説明書を確認してください。 

  https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/korei-shisetu/oshirase20130403.html 

  ※本通知とあわせて送付したファイルからもダウンロードできます。 

（２）入所希望者及び空きベッド調査の各調査表（新様式）を、埼玉県電子申請・

届出サービスからダウンロードしてください。 

  ※本通知とあわせて送付したファイルからもダウンロードできます。 

（３）施設において、各調査表に必要事項を入力してください。 

（４）入力した調査表は、埼玉県電子申請・届出サービスから添付ファイルとして

提出してください。 

（５）県及び市町村において、本人の氏名又は被保険者番号等により名寄せを行い、

入所希望者の実数等を集計します。 

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/korei-shisetu/oshirase20130403.html


 

（注意） 

※１ ユニット型、従来型併設施設においては、それぞれで回答してください。 

※２ 調査表の入力方法等については、別紙１「入所希望者調査に係る入力要

領」を参照してください。 

※３ 埼玉県電子申請・届出サービスの操作方法については、別紙２「操作方

法説明書」を参照してください。 
 

３ 調査項目 

A 入所希望者調査 

（１）氏名（カタカナで入力） 

（２）生年月日 

（３）住所（市町村名のみ、県外の希望者は都道府県名のみ） 

（４）被保険者番号 

（５）施設への申込時期（３か月以内、４～６か月以内、７か月～１年以内、

１～２年以内、２～３年以内、３～４年以内、４～５年以内、５年以上前） 

（６）要介護度（要支援・不明等、１、２、３、４、５） 

（７）主たる介護者の状況（優先入所指針の点数表による７パターンについて） 

（８）優先入所を希望する時期（今すぐ、１年以内、１年以上先、希望なし） 

（９）入所希望者の現在の状況（在宅、在宅以外（医療機関、特養等）） 

B 空きベッド調査 

（１）特養の入所定員数 

（２）特養の入所現員数 

（３）契約上の空床数 

（４）空床ショートステイで利用している数 

（５）実空床数 

（６）実空床数の今後の利用見込み 

（７）利用契約が見込めない理由 

 （８）県外の保険者の入所現員数【新規】 

 （９）(8)のうち、東京都内の保険者の入所現員数【新規】 
 
４ 提出について 

（１）提出期限 

令和８年５月２９日（金） 

（２）提出物 

入所希望者調査表、空きベッド調査表 

（３）提出方法 

埼玉県の電子申請・届出サービスを利用し、両調査表（電子データ）を提出

してください。 
 
５ 本件調査における個人情報の取扱いについて 

別紙３のとおり              

                    担当：施 設 整 備 担 当  中 井  

電話：０４８－８３０－３２６０  


